
                                
業務改善による事務執行の効率化  

  民間活力の積極的活用 

 事業の精査と見直し 

【背景・必要性】 

◆ＩＣＴ活用 
 デジタル化による業務の効率化・事務コストの
削減に加え、オンライン申請・受付システムの導
入等により、市民サービスの向上を図ります。 

◆業務改善に係る取組方針の策定  
 業務改善を推進するため、具体的な業務改善
の取り組みを示した方針を策定します。 
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 職員・財源などの経営資源の制約 

 会計年度任用職員制度の開始による財政 
負担増 

 業務改善による最適な人員配置の必要性 

【背景・必要性】 

 他の中核市に比して、低い指定管理者制
度の導入率 

 行政サービスの担い手の多様化 

 民間資源・ノウハウの活用による市民サー
ビス向上の必要性 

 

◆指定管理者制度導入の推進     
 指定管理者制度をはじめとした民間活力の導入検
討を行い、効果が見込める施設に順次導入をしてい
きます。 

◆委託の推進 
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◆市単独事業の見直し 
 社会情勢の変化、他制度による代替えの可能
性、対象者・事業量の変化等の視点から事業の
必要性や効果を検証します。 

【背景・必要性】 
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 社会情勢の変化等に対応した事業の総点
検の必要性 

 限られた財源の中で市単独事業の選択と
集中による見直しの必要性 

  

 普通建設事業の精査・見直しと公共施設マネジメント 

【背景・必要性】 

 公共施設等の老朽化に伴う改修費等の増加 
 増大する公債費への対応 

 将来を見据えた公共施設再編への総合的な 
仕組みの必要性 

◆普通建設事業の優先順位付け 
 現在着手している事業以外については、原
則２年間、設計・工事の着手を凍結します。 

 ただし、凍結された事業についても事業内
容の検証は継続し、集中取組期間後の事業
実施の優先順位付け（先送り・計画の中止を
含む）を行います。 

◆普通建設事業の適正な進行管理の徹底とコスト縮減 
 事業遂行に対する見直しの視点を庁内で共有・統一化する
ことをはじめ、設備・仕様の統一化等、多様な視点から事業コ
ストの縮減が図れるか協議・調整を行います。 
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 受益者負担の見直し 

【背景・必要性】 

 特別会計・企業会計に対する一般会計か
らの多額の繰出し 

 積算根拠の見直し、受益者負担の適正化
の必要性 

  

◆公共施設の使用料見直し 
 現行の「使用料・手数料の算定の基本的な考え方」
を見直し、原価への資本費の算入、受益者負担割合
の見直しなどの検討を行います。 

◆国民健康保険料の見直し 
 決算補塡等目的の繰出金の計画的な解消に向け
て、段階的に保険料を改定します（平成３０年度から）。 

◆下水道使用料の見直し 
 汚水処理経費の全額回収を目指し、下水道使用料
の見直しに向けた検討を行います。 

 安定的な財政運営のための歳入確保 

【背景・必要性】 

５ 
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 中核市平均を下回る市税徴収率 
 安定的な財源確保の必要性  

◆市税徴収率の向上  

 市税徴収率の目標を対前年度プラス０．５％に設定
し、将来的には中核市平均を上回る市税徴収率を目
指して、各種取り組みを実施します。 
 

主な取り組み：国税ＯＢの活用、納税コールセンターの業務拡大など 

◆税外収入の確保  
 余裕ある財産の貸付、広告掲載等を実施します。 
 

◆公共施設マネジメント 
 長期的な視点で施設のあり方を示す「個別施設計画」を作
成することを目指します。 

◆業務の棚卸し・見える化  
 全庁的な業務調査を実施し、業務改善や効率化に
向けた分析・検討を行い、業務見直しと人員配置の
適正化を図ります。 

◆モニタリングの見直し・第三者評価の導入  
 指定管理者制度導入を推進するに当たり、市民が
安心して利用できるよう、モニタリングの見直しを行
います。また、さらなるサービスの向上が期待できる
施設には、順次第三者による指定管理者の管理運 
営に対する評価を行います。 

◆公共施設の駐車場有料化 
 駐車場有料化に関する基本方針を策定し、方針に
該当する施設について有料化を検討します。 

◆保育料の見直し 
 幼児教育・保育無償化の影響を踏まえ、無償化の
対象とならない市民税課税世帯の０～２歳児につい
て、保育料の水準や見直し時期等を検討します。 

◆ごみ処理の有料化 
 収集回数の見直しによる排出量の削減状況を踏ま
え、家庭系可燃ごみ処理の有料化の必要性につい
て検討します。 

◆総務事務の見直し  
 給与・福利厚生事務等の総務事務の一部について、
集約化及び民間委託の活用を検討します。 

※①～⑥の項目について 

予算編成前に見直しを行い 

次年度予算編成に反映する 

仕組みを構築する。 

 
 

 今後、多様化する市民ニーズに加
え、高齢化のさらなる進行、人口減
少等の社会情勢の変化が見込まれま
す。このような中で持続可能な行財
政運営を行っていくため、これまで
の本市の運営体制を抜本的に見直す
とともに、選択と集中による事業の
精査・見直しや積極的な歳入の確保
等、具体的な取組内容を「行財政改
革推進プラン」の取組項目として整
理し、行財政改革の推進を図ります。 

趣 旨 

期 間 

必要とされる 
市民サービス 
の維持・向上 

目 標 

行政運営の効率化 

財政の健全化 

     平成３１・３２年度 

（２か年を集中取組期間とします） 
 

◆指定管理者制度ガイドラインの策定 

①他市と比較して突出している事業 

②複数の所管で類似・重複している事業 

③国または県の制度と類似・重複している事業 

④イベント・啓発に関する事業 

⑤受益者負担額の検証が必要な事業 

行財政改革推進プランにおける『６つの柱』 


